
区　　分

改定前 改定後

野球場 1面 2時間 1,200 2,400

1,200 3,900

1,800 3,600

1,800 5,100

野球場照明 1面 1時間 1,500 廃止

野球場本部席 1室 2時間 300 500

野球場本部席空調 1室 1時間 100 廃止

改定前 改定後

テニスコート 1面 2時間 800 1,320

800 1,820

1,000 1,650

1,000 2,150

テニスコート照明 1面 1時間 500 廃止

　皆さまに安全で快適に施設を利用していただくため、田辺中央体育館の空調設備の導入をはじめ、老朽化した施設の
改修を今後も計画的に進めるにあたり、利用者負担の適正化を図るべく、各施設の使用料を以下のとおり改定しますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
　また、利用区分や施設名を一部変更し、使用料の改定とあわせて、令和4年4月1日から施行します。
　なお、改定する使用料を上限に、各指定管理者が使用料（利用料金）を定めます。

（5） 田辺木津川運動公園

（6） 田辺公園プール

使用日

平日（昼間）

平日（夜間）

（2） 田辺公園テニスコート

（3） 田辺中央体育館アリーナ

（4） 防賀川公園第1・第2コート

施設区分 使用単位 使用時間 備　　考

・新たに昼間区分（9時～17時）、夜
間区分（17時以降）を設定します。
・照明使用料を含みます。

使用単位 使用時間

土・日・休日（昼間）

土・日・休日（夜間）

全日

全日

全日

使用日

平日（昼間）

平日（夜間）

土・日・休日（昼間）

土・日・休日（夜間）

全日

使用料（円・税込）

有料公園施設等の使用料改定のお知らせ
（令和4年4月1日～）

備　　考

備　　考

・新たに昼間区分（9時～17時）、夜
間区分（17時以降）を設定します。
・照明使用料を含みます。

・空調使用料を含みます。

施設名

（2） 田辺公園テニスコート

（1） 田辺公園野球場

（主な改定点）
・新たに昼間区分（9時～17時）、夜間区分（17時以降）の使用料区分を設定します。
・照明使用料は廃止し、野球場の使用料に照明使用料を含めることとします。
・本部席の空調使用料は廃止し、本部席の使用料に空調使用料を含めることとします。
・季節や天候等にかかわらず、利用者の判断で照明設備や空調を使用できるよう利用方法を改めます。

（主な改定点）
・新たに昼間区分（9時～17時）、夜間区分（17時以降）の使用料区分を設定します。
・照明使用料は廃止し、テニスコートの使用料に照明使用料を含めることとします。
・季節や天候等にかかわらず、利用者の判断で照明設備を使用できるよう利用方法を改めます。

使用料（円・税込）
施設区分

第1･2会議室及びトレーニングルームの使用料は改定しません。

使用料を改定する施設

（1） 田辺公園野球場

※上記以外の施設に係る使用料の改定はありません。
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改定前 改定後

アリーナ 全面 3時間 3,000 9,540

4,500 12,240

1時間 － 3,180

－ 4,080

1/2 3時間 1,500 4,800

2,300 6,150

1時間 － 1,600

－ 2,050

1/3 3時間 1,000 廃止

1,500 廃止

アリーナ照明 全面 1時間 1,500 廃止

1/2 1時間 800 廃止

1/3 1時間 500 廃止

改定前 改定後

第1コート 1面 2時間 2,600 3,800

2,600 4,300

3,800 5,550

3,800 6,050

第2コート 1面 2時間 800 1,320

800 1,820

1,000 1,650

1,000 2,150

第2コート 1面 2時間 2,600 3,800

2,600 4,300

3,800 5,550

3,800 6,050

コート照明 1面 1時間 500 廃止

1/3面貸しは廃止します。

土・日・休日（夜間）

全日

土・日・休日（昼間）

土・日・休日（夜間）

平日（昼間）

平日（夜間）

土・日・休日（昼間）

平日（夜間）

土・日・休日（昼間）

土・日・休日（夜間）

平日（昼間）

平日（夜間）

全日

全日

全日

使用日

土・日・休日

平日

土・日・休日

平日

土・日・休日

施設区分 使用単位 使用時間 使用日

（フットサル・ハンド
ボール・その他のス
ポーツ）

平日

土・日・休日

（主な改定点）
・年間を通じて安全・快適な環境を提供するため、空調及び照明使用料は、アリーナの使用料にを含めることとし、通年同一の使
用料とします。
・季節や天候等にかかわらず、照明は常時点灯し、空調が必要な時は常時稼働します。
・利用者間の安全確保のため、1/3面貸しは廃止します。
・12時～13時の1時間も利用可能とします。

使用料（円・税込）

（3） 田辺中央体育館アリーナ

（4） 防賀川公園第1・第2コート

備　　考

・新たに昼間区分（9時～17時）、夜
間区分（17時以降）を設定します。
・照明使用料を含みます。

備考

・空調及び照明使用料を含みます。

（テニス）

（フットサル・ハンド
ボール・その他のス
ポーツ）

（主な改定点）
・新たに昼間区分（9時～17時）、夜間区分（17時以降）の使用料区分を設定します。
・照明使用料は廃止し、コートの使用料に照明使用料を含めることとします。
・季節や天候等にかかわらず、利用者の判断で照明設備を使用できるよう利用方法を改めます。

施設区分 使用単位 使用時間
使用料（円・税込）

平日

土・日・休日

平日

平日（昼間）
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改定前 改定後

全面 2時間 － 1,000

－ 1,400

1/2 2時間 － 500

－ 700

（旧）ソフトボール場 1面 2時間 500 廃止

700 廃止

（旧）陸上競技場 1面 2時間 1,100 廃止

1,500 廃止

（旧）サッカー場 1面 2時間 1,100 廃止

1,500 廃止

大人 小人 大人 小人

田辺公園プール 入場券 － － 500 200

（通年） － － 500 200

－ － 500 200

回数券 － － 5,000 2,000

定期券 － － 3,000 1,200

（夏期） 入場券 300 100 廃止 廃止

300 100 廃止 廃止

回数券 3,000 1,000 廃止 廃止

（温水） 入場券 500 200 廃止 廃止

500 200 廃止 廃止

500 200 廃止 廃止

回数券 5,000 2,000 廃止 廃止

定期券 3,000 1,200 廃止 廃止

※午前の部：9:30～12:30、午後の部：13:30～16:30、夜間の部：17:30～21:30

・通年同一の使用料とし
ます。
・通年で定期券を販売し
ます。

入場券に同じ

午前の部

入場券に同じ

入場券に同じ

入場券に同じ

夜間の部

午後の部

土・日・休日

平日

土・日・休日

使用料（円・税込）

改定前 改定後使用時間

平日

土・日・休日

平日

土・日・休日

平日

平日

土・日・休日

備　　考施設区分

午前の部

午後の部

（5） 田辺木津川運動公園

施設区分 使用単位 使用時間
使用料（円・税込）

夜間の部

入場券に同じ

午前・午後の部

夜間の部

（6） 田辺公園プール

（主な改定点）
・夏期の使用料を廃止し、通年同一の使用料とします。
・夏期2部制（午前午後・夜間）を廃止し、通年3部制（午前・午後・夜間）とします。
・通年で定期券を販売するとともに、「1日1回限り」の制限を廃止します。

多目的運動広場
（旧ソフトボール場・陸
上競技場・サッカー
場）

備　　考

・多目的運動広場として、名称及び
使用料を統一します。

（主な改定点）
・ソフトボール場、陸上競技場、サッカー場の区分を統一し、多目的運動広場として名称及び使用料を統一します。

使用日
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